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平成30年8月旧

司法研修所長殿
4

』

申請者

（住所）東京都立川市西砂｜

（電話) 042-560-8881

(会社名） シ’ﾔﾊﾟﾝﾋﾞﾊ’ﾚｯｼﾞﾎｰﾙ

(役職） |藤蕊豊溌?獺割

（氏名)I塞懸謹篭蕊馴

東京都立川市西砂町2-57-2
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裁判所の庁舎等の管理に関する規程第7条に基づき，下記のとおり申請します‘
I

記

申請に係る行為

お弁当の手売り販売

場所

西館1F｡西館3F

日時

・平成30年8月14日（火） 午前1l時00分から

平成30年，月26日(水) 午後缶30分まで
申請に係る行為に従事する者

|ァ蕊撒溌1．卜榊蝋割･I職寺溺到醗撫』竿ｼ、閏｡画 》． 1 ． ＄

腱靜謹『･篭‘亨剃｡'幾．識講童釧(株式会社アルバ）
その他

前後30分位で準備及び片付け
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E(株式会社松屋ﾌｰズ）
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函この申請は，下記の条件を付して許可する。

□この申請は，許可しない。

記

1 営業｡販売を行う場所は，管理者から指示された場所のみとする。
2喧燥及び執勧な営業行為等は禁止する。

3 申請に係る行為に従事する者は，経理課にて入構証を受領し，入構証及び
会社名並びに氏名を記載した名札を着用すること。入構証は終了後，必ず返
還すること。

4 申請に係る行為に従事する者が交替したときは速やかに管理者に届け出る
こと。
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平成30年8月 1日

司法研修所長殿
』

申請者

(住所）東京都立川市西砂町2-57-2

1毒；
(電話) 042-560-8881

会社名） シ．ﾔﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞﾎｰ(会社名）

(役職）

(氏名） 吾甲
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裁判所の庁舎等の管理に関する規程第7条に基づき，下記のとおり申請します｡’

記

申請に係る行為

お弁当の手売り販売

場所

西館lF・西館3F

日時

. 平成30年10月3日 (水) ↑午前11時00分から

平成善il月朋(水) 午噂荊0分まで
申請に係る行為に従事する者．

塵画■医･■、 '蕊職鋼画
|璽瀞瀞職i司・ (株式会社ｱﾙバ）
その他

前後30分位で準備及び片付け
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■塵(株式会社松屋ﾌｰズ）
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面この申請は，下記の条件を付して許可する。
□この申請は，許可しない。

記

営業・販売を行う場所は，管理者から指示された場所のみとする。
喧燥及び執鋤な営業行為等ほ禁止する。

申請に係る行為に従事する者は，経理課にて入構証を受領し，入構証及び
会社名並びに氏名を記載した名札を着用すること。入構証は終了後，必ず返
還することb

申請に係る行為に従事する者が交替したときは速やかに管理者に届け出る
こと。
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平或30与蝸/3巳司誌研修所長


